
一般法人による農地法第３条の申請から許可まで 

農業委員会では、一般法人による農地貸借による相談に対し、必要に応じて手続きなど

について詳しく説明いたします。 

また、申請の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を 30日以内と定め、適切

な許可事務を行っています。 

 相談から許可申請・許可書交付までの流れは次のとおりです。 

 

１ 申請者の方の流れ 

 ※ 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話で相                                                

  談ください。 

   許可の可否について、内容の聞取り及び事前調査をし 

                     ます。 

 

※ 貸借に係る申請書を作成してください。 

  （申請書は農業委員会で準備している他、ダウンロード 

   できます。また、記載内容については、記入例を参照 

   してください。） 

 ※ 必要な別添書類は、一覧表で確認してください。 

 

 

 ※ 申請前にもう一度記入内容、必要書類をチェックして 

  ください。 

 

 ※ 農業委員会事務局までお越しいただき、申請書３部と 

  添付書類一式を提出してくだい。 

 

 

２ 農業委員会での流れ 

  申請書の受付から許可書交付までの事務の標準処理期間は 30日以内です。 

 ※ 申請書の受付は、毎月 15日から月末日の 8時 15分か 

  ら 17時までです。（15日及び月末日が、閉庁日の場合は 

  その翌日です。） 

 

 ※ 事務局において、申請内容に記載漏れや訂正がないか 

  確認します。 

また、後日農業委員による現地調査を実施します。 

 

 ※ 一般法人による農地の借入れ申請があった旨、市長へ 

通知します。（農地利用に対し、市長から意見を求めま 

す。） 

 

※ 農業委員会総会において、許可・不許可の意思決定を 

します 

 

 ※ 農業委員会事務局で許可書を受領してください。 

  （総会終了日から 2日後程度に印鑑持参の上おいでくだ 

さい。） 

申請についての相談 

 申請書の作成 

必要添付書類の準備 

申請書類の再確認 

申請書類の提出 

申請書の受付 

申請内容の審査 

市長へ通知 

農業委員会総会 

許可書の交付 


